
ELIXIR TECHNOLOGY  
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 

 
Please read this license agreement ("Agreement") carefully 
before you download, copy, install, or use the software 
contained in this package or transmittal. 

This is a legal agreement between Elixir Technology Pte Ltd 
("Elixir"), a company registered in the Republic of Singapore 
and you (the individual or entity) on the use of the Software 
("Software"), which includes the programs (source and 
object), related documentation, all modifications, variations 
and enhancements thereof, if any. By installing, copying or 
using the Software, you are accepting the following terms 
and conditions. If you do not agree to these terms and 
conditions, you may not download, copy, install, or use the 
Software. 

1. LICENSE TERMS 

1.1 License to Use: Elixir grants to you a non-exclusive, 
non-transferable license to use the Software solely for 
internal use only, and only on the authorized number of 
machines or users or runtime instances, as specified on 
Elixir's invoice to you. Third party software products or 
modules supplied by Elixir, if any, may be used solely with 
the Software. If you integrate the Software into an 
application and intend to resell the resulting integrated 
application, you must contact Elixir to obtain the 
appropriate distribution license. All rights not specifically 
granted to you herein are retained by Elixir. As used herein, 
the following terms, when capitalized, will have the 
following meanings: 

1.2 Restrictions on Use. Unless otherwise specified, you 
may not reverse engineer, decompile, disassemble or 
otherwise attempt to determine source code or protocols 
from the Software or disclose the results of software 
performance benchmarks to any third party without Elixir's 
prior written consent. Additional restrictions, if any, with 
respect to third party software will be delivered to you along 
with the Software. You may not lease, rent, resell or 
sublicense the Software to any third party, or otherwise use 
it except as permitted in this Agreement.  

1.3 Limited Use License. If you acquired the Software from 
a third party and the Software was embedded or bundled 
with a third party software application, Elixir grants to you a 
non-exclusive, non-transferable, license to use the Software 
only in connection with your existing use of such third party 
software application or data derived from such third party 
software application. Limited use does not include use of 
the Elixir Software in a standalone fashion or with software 
or data not incorporated into or derived from the third party 
software application. 
 
 

1.4 Evaluation Use. If you have registered as an evaluation 
customer, subject to the terms of this Agreement, Elixir 
grants to you a non-exclusive, non-transferable, license to 

ELIXIR TECHNOLOGY  
ソフトウェアライセンス契約 

 
このパッケージまたは配布物に含まれるソフトウェアをダウンロー
ド、コピー、インストール、またはご使用になる前に、この使用許諾
契約書をよくお読みください。 

この契約書は、本ソフトウェア（プログラムのソースとオブジェク
ト、関連するドキュメント、およびこれらに修正、変更、拡張がある
場合はそのすべてを含む）を使用するにあたって、シンガポール
共和国に本社をおくElixir Technology Pte Ltd（以下「Elixir」）と
お客様（個人または団体）との間で交わされる法的な契約です。
本ソフトウェアをインストール、コピー、または使用することにより、
以下の契約条項を受諾したことになります。これらの契約条項に
同意しない場合、本ソフトウェアをダウンロード、コピー、インスト
ール、または使用することはできません。 

1. 契約条項 

1.1 使用のライセンス: お客様自身が本ソフトウェアを使用する
場合、およびElixirがお客様に送付した請求書に明記されている
承認された数のマシン、ユーザー、またはランタイムインスタンス
においてのみ本ソフトウェアを使用する場合に、Elixirは、非独占
的かつ譲渡できないライセンスをお客様に付与します。Elixirが提
供するサードパーティソフトウェア製品またはモジュールがある
場合は、本ソフトウェアと共にのみ使用できます。本ソフトウェア
をアプリケーションに組み込み、その組み込んだアプリケーション
を販売する場合は、Elixirに連絡して適切な配布ライセンスを取
得する必要があります。Elixirは、特にお客様に許可していない権
限のすべてを留保しています。 

1.2 使用上の制限。特別な許可のない限り、本ソフトウェアのリ
バースエンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブル、本ソフトウ
ェアのソースコードまたはプロトコルを特定する試み、またはElixir
の書面による許可なくサードパーティにソフトウェアパフォーマン
スベンチマークの結果を開示することを禁止します。サードパー
ティソフトウェアに関するその他の制限がある場合は、本ソフトウ
ェアと共に配布されます。本ソフトウェアをサードパーティとの間
でリースしたり、借りたり、転売したり、サブライセンスを付与した
り、またはこの契約書で許可されている以外の目的で本ソフトウ
ェアを使用してはなりません。 

1.3 制限付き使用ライセンス。お客様が本ソフトウェアをサード
パーティから取得し、本ソフトウェアがサードパーティソフトウェア
アプリケーションに組み込まれているか付属している場合、Elixir
は、サードパーティソフトウェアアプリケーションまたはそれらのソ
フトウェアアプリケーションから派生したデータに関してのみ本ソ
フトウェアを使用するための非独占的な譲渡できないライセンス
をお客様に付与します。制限付き使用には、本Elixirソフトウェア
をスタンドアロンで使用したり、サードパーティソフトウェアアプリ
ケーションに組み込んだりしていないまたはそれらから派生して
いないソフトウェアまたはデータと共に使用する権利が含まれま
せん。 

1.4 評価使用。お客様がこの契約書の条項の適用を受ける評価
顧客として登録されている場合、Elixirは、本ソフトウェアの購入
またはElixirとのパートナーシップの締結に先立って評価目的で



use the evaluation version of the Software solely for 
evaluation leading to purchase of Software or partnership 
with Elixir. Third party software products or modules 
supplied by Elixir, if any, may be used solely with the 
Software. This license begins upon downloading and ends 
thirty (30) days thereafter, unless otherwise stated. When 
the evaluation period expires you must stop using the 
Software. All rights not specifically granted to you herein are 
retained by Elixir. 

1.5 Copies. You may make a reasonable number of copies 
of the Software (provided that all copyright and other 
proprietary notices of Elixir and its licensers are reproduced), 
solely for archival purposes. If you do copy for this purpose, 
you will preserve any proprietary rights notices on the 
Software and place such notices on any and all copies you 
made or make. 

2. OWNERSHIP AND CONFIDENTIALITY 

2.1 Ownership Rights. Title, ownership rights and all 
intellectual property rights in and to the Software shall 
remain the sole and exclusive property of Elixir. 

2.2 Non-Disclosure. Elixir Software and Confidential 
Information, or anything considered by Elixir to be 
confidential shall not be transmitted to any third party by 
you. You will take necessary and appropriate actions to 
prevent disclosure of the Confidential Information to any 
third party, including, but not limited to, keeping the 
Confidential Information in a secure place, under access and 
use restrictions designed to prevent disclosure of the 
Confidential Information to unauthorized persons. 

2.3 Confidential Information. Confidential Information 
refers to any type of information which was conceived, 
originated or developed by Elixir, and disclosed at any time 
to or known at any time by you as a consequence of this 
agreement. Such Confidential Information includes, but is 
not limited to customer lists, pricing methods, marketing or 
production plans, or financial or administrative information 
as well as all computer code, inventions, algorithms, 
know-how and ideas embodied in or by the Software. 
Confidential Information may be contained or transmitted in 
any form or on any medium whatever, or may be unwritten 
knowledge or know-how, including any expression of Elixir's 
findings, analyses, conclusions, opinions, recommendations, 
ideas, techniques, know-how, designs, programs, 
enhancements, software, and other technical information 
provided to You by Elixir in the course of performing 
consulting, training, maintenance or other services related 
to the Software. 

3. SUPPORT AND MAINTENANCE 

3.1 You must purchase Support and Maintenance services 
to qualify for Elixir's technical support services either  
directly or through its authorized representative. 

3.2 Support Services. Support Services generally mean 
that Elixir will provide: 

(i) Maintenance Updates and Upgrades ("Maintenance 
Releases") if, as and when Elixir makes any such 

のみ本ソフトウェアの試用版を使用するための非独占的かつ譲
渡できないライセンスをお客様に付与します。Elixirが提供するサ
ードパーティソフトウェア製品またはモジュールがある場合は、本
ソフトウェアと共にのみ使用できます。この使用許諾は、ダウンロ
ードした時点で始まり、特に許可されない限り、その後30日で終
了します。評価期間が終了したら、本ソフトウェアの使用を中止
する必要があります。Elixirは、特にお客様に許可していない権限
のすべてを留保しています。 

1.5 コピー。保存を目的とする場合にのみ、本ソフトウェアを合理
的な数だけコピーすることができます（Elixirおよびライセンス供
与者の著作権およびその他の所有権の表記がすべて複写され
る場合に限る）。この目的でコピーする場合は、本ソフトウェアの
すべての所有権表記を維持し、すべてのコピーに所有権表記を
明示してください。 
 

2. 所有権および機密性 

2.1 所有権。本ソフトウェアの所有権およびすべての知的所有
権は、Elixir単独の独占的所有権として維持されます。 

2.2 非開示。Elixirのソフトウェアおよび機密情報、またはElixirが
機密であると見なすすべての事項をサードパーティに渡してはな
りません。サードパーティに機密情報が開示されないように必要
かつ適切な処置を行う必要があります。この処置は、承認されな
い者に機密情報を開示しないように設計されたアクセス制限お
よび使用制限の下で機密情報を安全な場所に保管することを含
みそれらに限定されません。 

2.3 機密情報。機密情報とは、Elixirによって考案、創作、または
開発され、この契約によって任意の時点でお客様に開示された
り、任意の時点でお客様が知ることができたりするすべての種類
の情報を指します。この機密情報は、本ソフトウェアで具体化さ
れたすべてのコンピュータコード、新案、アルゴリズム、技術情報、
アイデアのほか、顧客リスト、価格設定方法、マーケティングプラ
ン、製作プラン、財務情報、または管理情報を含みそれらに限定
されません。機密情報は、任意の形式または任意の媒体で保持
または送信され、文書化されていない知識またはノウハウの場合
もあります。これには、本ソフトウェアの実行に関する相談、教育、
メンテナンス、または本ソフトウェアに関連するその他のサービス
を行う際にElixirがお客様に提供する調査、分析、結論、意見、推
奨、アイデア、技術、ノウハウ、設計、プログラム、拡張、ソフトウェ
ア、およびその他の技術情報のすべてを含みます。 

 
 
 
 

3. サポートおよびメンテナンス 

3.1 直接またはその権限を有する代表者を介して間接的に、
Elixirの技術サポートサービスを受けるには、サポートおよびメン
テナンスのサービスを購入する必要があります。 

3.2 サポートサービス。サポートサービスとは、通常、Elixirが提供
する次のサービスを意味します。 

(i)メンテナンスアップデートおよびアップグレード（メンテナンスリ



Maintenance Releases generally available and 

(ii) Technical support with respect to the Software, 
including 

(a) Clarification of functions and features; 

(b) Clarification of documentation; 

(c) Guidance in the operation of the Software; and 

(d) Software error analysis 

3.3 Elixir will use reasonable efforts to provide error 
corrections or workarounds for the most severe errors as 
soon as possible and based upon Elixir's classification of the 
severity of the error. Support Services will be provided only 
with respect to versions of the Software that, in accordance 
with Elixir policy, are then being supported by Elixir. The 
services will be performed based on a separate agreement 
or purchase order. Elixir or its authorized representative 
shall have no obligation to provide support or maintenance 
or updates, modifications or new releases, except as may be 
set forth in that agreement or purchase order. 

3.4 Maintenance Updates. Maintenance Updates refer to 
Software modifications or additions that correct Errors, or 
procedures or routines that eliminates the practical adverse 
effect of the Error on customer. Error means a failure of the 
Software to conform to the specifications as set forth in the 
documentation, resulting in the inability or material 
restriction in using the Software. 

3.5 Maintenance Upgrades. Maintenance Upgrade refers 
to a revision of the Software released by Elixir to its end user 
customers generally, to add new and different functions or 
to increase the capacity of the Software. Upgrade does not 
include the release of a new product or added features for 
which there may be a separate charge. If a question arises as 
to whether a new product offering is an Upgrade or a new 
product or feature, Elixir's opinion will prevail, provided that 
Elixir treats the product offering as a new product or feature 
for its end user customers generally. 
 

4. INDEMNITY 

4.1 Elixir represents and warrants that the Software do not 
infringe the intellectual property rights of any third party. 
Elixir shall fully indemnify and hold harmless the customer 
and, where relevant, their directors, officers, employees, 
agents and end-users against any and all claims, demands, 
losses, liabilities, judgments, awards and costs and expenses 
arising out of or related to any claim that use or possession 
of the Software infringes the patent, copyright, trade secret, 
or other proprietary right of any third Party. Elixir shall 
defend and settle at its sole expense all suits or proceedings 
arising out of the foregoing, provided that customer gives 
Elixir prompt notice of any such claim. 

4.2 In respect of any infringement claim, in addition to the 
indemnity provided under Clause 4.1 above, Elixir agrees to 
be liable for all infringement claims, defense costs, 
settlement amounts and court-awarded damages. If a claim 
regarding the Software appears likely, Elixir may modify the 

リース）。Elixirがこれらすべてのメンテナンスリリースを一般に利
用可能にしている場合に限ります。 

(ii)本ソフトウェアに関する次の技術サポート。 

 (a) 機能の説明  

 (b) ドキュメントの説明  

 (c) 本ソフトウェアの操作指導  

 (d) ソフトウェアのエラー分析  

3.3 Elixirは、最も重大なエラーに対してできる限り迅速に、および
エラーの重要度に関するElixirの分類に基づいて、エラーの修正
または解決策を提供するために妥当な努力を行います。サポート
サービスは、Elixirの方針に従ってElixirによってサポートされる本
ソフトウェアのバージョンに対してのみ提供されます。このサービ
スは、個別の契約書または注文書に基づいて行われます。Elixir
またはElixirの正式代表者は、契約書または注文書に明記されて
いる場合を除き、サポート、メンテナンス、変更、修正、または新規
のリリースを提供する義務を負いません。 

3.4 メンテナンスアップデート。メンテナンスアップデートとは、エ
ラーを修正するための本ソフトウェアの変更または追加、または
お客様に対するエラーの実質的な悪影響を除去するプロシージ
ャまたはルーチンを指します。エラーとは、ソフトウェアがマニュア
ルに示されているとおりに動作せず、その結果として本ソフトウェ
アの使用が不可能になるか、実質的に制限されてしまうことを意
味します。 

3.5 メンテナンスアップグレード。メンテナンスアップグレードと
は、本ソフトウェアに新しい機能および別の機能を追加したり、本
ソフトウェアの性能を向上させたりするために、Elixirによってエン
ドユーザーのお客様に一般にリリースされる本ソフトウェアの改
版を指します。アップグレードには、新製品のリリースまたは有料
の追加機能は含まれません。提供される新製品がアップグレード
であるか、それとも新しい製品または機能であるかについて疑問
がある場合は、提供される製品をElixirがエンドユーザーのお客
様にとって一般に新しい製品または機能と見なす限り、Elixirの
見解が優先されます。 

4. 免責（あるいは補償、賠償） 

4.1 本ソフトウェアがいかなる第三者の知的所有権も侵害しな
いことを、Elixirは表明し保証します。Elixirは第三者の特許、著作
権、企業秘密または他の所有権を侵害する本ソフトウェアの使
用または所有によって生じる、または関連するすべての請求、要
求、損失、賠償責任、判決、裁定、費用および支払いから、顧客、
関連する場合にはその取締役、役員、従業員、代理人、およびエ
ンドユーザーを免責し補償します。顧客がこれらの請求について
速やかにElixirに通知した場合に、Elixirは前述のものから生じる
すべての訴訟に対し、自己の費用負担で弁護し解決します。 

4.2 上記の条項4.1の下で提供される免責に加えて、いかなる侵
害申立に関しても、Elixirはすべての侵害申立、弁護費用、和解
金と裁判所で認められた損害賠償の責任を負うことに同意する
ものとします。本ソフトウェアに関する請求がなされる恐れがある
場合、Elixirは、本ソフトウェアの変更、必要なすべてのライセンス
の調達、本ソフトウェアの交換を行うことができます。Elixirがこれ



Software, procure all the necessary license(s) or replace the 
Software. If Elixir determines that none of these alternatives 
is reasonably available, Elixir will refund the customer for all 
fees paid in relation to the infringing Software. Elixir shall 
not have the right to terminate the Agreement nor to 
request the customer to return infringing Software, unless 
legally required to do so. 

4.3 General Indemnity. Each Party shall defend and 
indemnify the other Party and their respective directors, 
employees, officers and agents against all damages for 
bodily injury, death, or damage to real or personal property 
caused by the other Party in the course of performing under 
this Agreement. 

5. MALICIOUS CODE 

5.1 Elixir warrants to safeguard against the presence of 
any “Malicious Code” in the software delivered. 

5.2 Malicious Code is defined as any virus, Trojan Horse, 
worm, logic bomb, or other software routine or hardware 
components designed to permit unauthorized access, to 
disable, erase or otherwise harm software, hardware or data, 
or to perform any such actions. 

6. LIMITED WARRANTY 

6.1 Limited Warranty. Elixir warrants that the Software will 
conform in all material respects to the documentation for a 
period of ninety (90) days from the date of delivery of the 
Software. Elixir does not warrant that operation of the 
Software will be uninterrupted or Error free. If Elixir breaches 
the foregoing warranty and you promptly notify Elixir in 
writing of the nature of the breach, Elixir shall make 
commercially reasonable efforts to promptly repair or 
replace the non-conforming Software, without charge. If, 
after a reasonable opportunity to cure, Elixir does not repair 
or replace the non- conforming Software, you must return 
the Software to Elixir, or certify in writing that all copies have 
been destroyed, and Elixir will refund the fees it received for 
the Software to you. This is your sole and exclusive remedy 
for breach of the exclusive warranty set forth above 

6.2 Disclaimer. THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE 
AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF 
NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

7. LIMITATION OF LIABILITY 

7.1 Elixir's aggregate liability to you for damages 
concerning performance or non-performance by Elixir or in 
any way related to this Agreement, and regardless of 
whether the claim for such damages is based in contract, 
tort, strict liability of otherwise, shall not exceed the license 
fees received by Elixir for the affected Software for the 
twelve (12) month period preceding the occurrence of such 
liability. In no event shall Elixir be liable for any indirect, 
incidental, special, punitive or consequential damages, lost 
data or lost profits, even if Elixir has been advised as to the 
possibility of such damages. 

らの選択肢のいずれも合理的に利用できないと判断した場合、
Elixirは侵害しているソフトウェアに関連して支払われたすべての
費用を払い戻します。Elixirは、法で求められる場合を除き、侵害
しているソフトウェアの返却を顧客へ要求する権利も、本契約を
終了させる権利も有しません。 

4.3一般的な免責。各当事者は本契約下の過程で、一方の当事
者によって引き起こされた傷害による損害、死亡、または個人
的、共同的を問わない物的損傷に対して、一方の当事者とそれ
ぞれの取締役、従業員、役員および代理人を防御し、補償しま
す。 
 
 
 
 

5. 悪意のあるコード 

5.1 Elixirは、配信されたソフトウェアの任意の「悪意のあるコー
ド」の存在から保護することを保証します。 

5.2 悪意のあるコードとは、無許可のアクセスを許可したり、ソフ
トウェア、ハードウェア、データを無効化、削除、または損害を与え
たり、そのような行為を実行したりするように設計されたウイル
ス、トロイの木馬、ワーム、ロジックボム、その他のソフトウェアル
ーチン、またはハードウェアコンポーネントと定義されます。 

6. 限定的保証 

6.1 限定的保証。Elixirは、本ソフトウェアの配布の日から90日
間、本ソフトウェアが実質的にすべての箇所でマニュアルに適合
することを保証します。これは、本ソフトウェアの動作が中断しな
い、または動作にエラーがないことを保証するものではありませ
ん。Elixirが上記の保証に違反し、お客様が書面で違反の内容を
すみやかにElixirに通知した場合、Elixirは、適合しないソフトウェ
アを無料ですみやかに修正または交換するために商業的に妥当
な努力を行います。妥当な回復努力の後でElixirが、適合しない
ソフトウェアを修正または交換しなかった場合、お客様は本ソフト
ウェアをElixirに返却するか、すべてのコピーが破棄されたことを
書面で届け出る必要があります。これにより、Elixirは本ソフトウェ
アの代金をお客様に返金いたします。これは、上記の限定された
保証の違反に対する唯一のお客様の救済措置です。 

6.2 免責事項。前述の保証は排他的であり、第三者の権利の非
侵害、商品性、および特定目的への適合性に対する保証を含む
明示的または暗黙的なその他すべての保証に代わります。 
 

7. 責任範囲 

7.1 Elixirのお客様に対する賠償責任は、Elixirによるまたはこの
契約書に関連する任意の事項の履行または不履行にかかわる
損害について、また損害に対する申し立てが契約、不法行為、ま
たはその他の無過失責任に基づくかどうかにかかわらず、賠償
責任が発生する以前の12か月間に関連のソフトウェアに対して
Elixirが受け取ったライセンス料金を超えることはありません。二
次的、偶発的、例外的、懲罰的、または間接的なすべての損害、
データ紛失、または利益喪失に対しては、Elixirがそれらの損害
が起こる可能性について通告していた場合でも、Elixirは賠償責



8. TERM AND TERMINATION 

8.1 Acceptance of Agreement and Termination. This 
Agreement takes effect upon the earlier of (i) your 
downloading of the Software, (ii) your use of the Software, 
or (iii) receipt by Elixir of a valid, binding purchase order, 
Agreement or other ordering document for the Software, 
and will remain in force until terminated in accordance with 
this Agreement. This Agreement may be terminated by you 
upon thirty (30) days' prior written notice to Elixir or by 
destroying or returning to Elixir all copies and partial copies 
of the Software under your control; provided that no such 
termination will entitle you to a refund of any portion of the 
fees for License or Support Services. Elixir may, by written 
notice to you, terminate this Agreement immediately if any 
of the following events occur: (a) you fail to pay any amount 
due to  Elixir within thirty (30) days after Elixir gives you 
written notice of such nonpayment; (b) you are in material 
breach of any non-monetary provision of this Agreement, 
which breach, if capable of being cured, is not cured within 
thirty (30) days after Elixir gives you written notice thereof, 
or (c) you declare bankruptcy or make an assignment to or 
for the benefit of creditors. 

8.2 Survival. Upon termination of this Agreement, the 
provisions of Sections 2, 5.2, 6, 7, and 8 will survive. 

8.3 Effect of Termination. Within thirty (30) days after the 
date of termination or discontinuance of this Agreement for 
any reason whatsoever, you shall destroy the Software and 
all copies, in whole or in part, of all documentation relating 
thereto, and any other Elixir confidential information in your 
possession that is in tangible form. 

9. MISCELLANEOUS 

9.1 Force Majeure. Neither party shall be liable for any 
delay or failure in performance due to causes beyond its 
reasonable control. 

9.2 Assignment. You may not assign this Agreement, 
except to a successor in interest as the result of a merger or 
acquisition or sale of all or substantially all of your assets, 
without Elixir's prior written consent which will not be 
unreasonably withheld. 

9.3 Severability. If any part of this Agreement is held to be 
unenforceable, in whole or in part, such holding will not 
affect the validity of the other parts of the Agreement. 

9.4 Waiver. The waiver of a breach of any provision of this 
Agreement will not operate or be interpreted as a waiver of 
any other or subsequent breach. 

9.5 Governing Law and Venue. This Agreement will be 
governed by the laws of Singapore. 

9.6 Entire Agreement. Any amendment or modification to 
the Agreement must be in writing signed by both parties. 
This Agreement constitutes the entire agreement and 
supersedes all prior or existing oral or written agreements 
regarding the subject matter hereof. 

Copyright © Elixir Technology Pte Ltd All Rights Reserved. 

任を負いません。

8. 条項および満期 

8.1 契約および満期の受理。この契約書は、（i）本ソフトウェアの
ダウンロード、（ii）本ソフトウェアの使用、または（iii）有効で拘束
力のある注文書、本使用許諾契約書、または本ソフトウェアの注
文に関するその他の文書をElixirが受領した段階で効力を発し、
この契約書に定められた満期まで効力が持続します。この契約
は、書面によるお客様からElixirへの30日前の事前の通知、また
はお客様の管理下での本ソフトウェアのすべてのコピーおよび
一部のコピーの破棄またはElixirへの返却により、お客様によって
終了することができます。ただし、このような契約の終了によって
お客様がライセンスまたはサポートサービスの料金の一部を受
け取る権利は付与されません。Elixirは、次のような事態が起こっ
た場合に、お客様への書面による通知をもってこの契約を直ちに
終了することができます。(a) Elixirが書面による未払いの通知を
お客様にお渡しした後、30日以内にElixirに支払うべき額の料金
が支払われない。(b) お客様がこの契約の非金銭面の内容に重
大な違反をしており、違反を矯正する余地があるにもかかわら
ず、Elixirの書面による通知の後30日以内に違反が矯正されな
い。(c) お客様が破産宣言するか債権者に財産譲渡した。 

8.2 契約終了後の条項。この契約が終了しても、2、5.2、6、7、8の
各条項は有効です。 

8.3 契約終了後の処置。この契約を終了または停止した日以
後、お客様は、どのような理由があっても30日以内に本ソフトウェ
アおよびすべてのコピー、本ソフトウェアに関するすべてのドキュ
メント（全体および一部）、およびお客様が具体的な形で所有し
ているその他すべてのElixirの機密情報を破棄する必要がありま
す。 

9. その他 

9.1 不可抗力。どちらの当事者も、予測できない事態が原因で
履行に遅れまたは失敗があった場合、これらに対する賠償責任
は負いません。 

9.2 譲渡。Elixirの書面による事前の同意なく、合併または買収、
または資産のすべてまたは概ねすべての売却の結果として利益
を得る継承者を除く第三者に、この契約を譲渡することはできま
せん。 

9.3 契約の分離。この契約書の一部が施行できない状態になっ
た場合でも、この契約書のその他の部分の有効性に影響するこ
とはありません。 

9.4 権利放棄。この契約書の条項の違反の1つが免除されても、
別の違反またはその後の違反が免除されたり、そのように解釈さ
れたりすることはありません。 

9.5 適用される法律および裁判地。この契約書は、シンガポール
の法律に準拠します。 

9.6 契約の完全性。この契約書の改正または変更は、両当事者
の署名付きの書面によって行われる必要があります。この契約
書は完全なものであり、この契約書にある条項については、すべ
ての事前または既存の口頭または書面による契約に優先しま
す。 



10. 日本語版 各ライセンスの使用範囲 

(1) デザイナライセンス 

i. お客様は、レポートのデザインとデータソースの設定を行う目
的で、本ライセンスを利用することができます。 

ii. お客様は、１デザイナライセンスで単一のコンピュータ１台に
本ライセンスをインストールして使用することができます。「単一
のコンピュータ」とは、電子装置１台を指し電子装置１台の中に複
数のＣＰＵやＨＤＤが搭載されている場合や、複数のＯＳがインス
トールされている場合などでも、物理的に同時に起動するＯＳが
単一の場合には一台とみなします。仮想化技術によって複数の
ＯＳを同時に起動させ、それぞれに本製品をインストールして使
用する場合は、使用する環境数分のライセンスが必要となりま
す。 

iii. 本ライセンスを使用するコンピュータを変更する場合は、ホス
ト名変更申請が必要になります。 

(2) デザイナタームライセンス 

i. お客様は、レポートのデザインとデータソースの設定を行う目
的で、本ライセンスを利用することができます。 

ii. お客様は、本ライセンスを受領した電子メールに記載された
複数台の単一のコンピュータと期限まで本ライセンスをインスト
ールして使用することができます。「単一のコンピュータ」とは、電
子装置１台を指し電子装置１台の中に複数のＣＰＵやＨＤＤが搭
載されている場合や、複数のＯＳがインストールされている場合
などでも、物理的に同時に起動するＯＳが単一の場合には一台
とみなします。仮想化技術によって複数のＯＳを同時に起動させ、
それぞれに本製品をインストールして使用する場合は、使用する
環境数分のライセンスが必要となります。 

(3) テストサーバーライセンス（デュアルエンジン） 

i. お客様は、デザイナライセンス（デザイナタームライセンスを含
む）を使用して作成したレポートを、サーバー生成およびサーバー
生成させるためのアプリケーションを開発する目的で本ライセン
スを利用することができます。 

ii. お客様は、１テストサーバーライセンスで単一のコンピュータ１
台に本ライセンスをインストールして使用することができます。
「単一のコンピュータ」とは、電子装置１台を指し電子装置１台の
中に複数のＣＰＵやＨＤＤが搭載されている場合や、複数のＯＳ
がインストールされている場合などでも、物理的に同時に起動す
るＯＳが単一の場合には一台とみなします。仮想化技術によって
複数のＯＳを同時に起動させ、それぞれに本製品をインストール
して使用する場合は、使用する環境数分のライセンスが必要と
なります。 

iii. 本ライセンスを使用するコンピュータを変更する場合は、ホス
ト名変更申請が必要になります。 

(4) テストサーバーライセンス（マルチエンジン） 

i. お客様は、デザイナライセンス（デザイナタームライセンスを含
む）を使用して作成したレポートを、サーバー生成およびサーバー
生成させるためのアプリケーションを開発する目的で本ライセン
スを利用することができます。 



ii. お客様は、インストール対象コンピュータの CPU コア数に応
じて、必要な数量の本ライセンスを2コア単位で取得する必要が
あります。 

iii. 本ライセンスを使用するコンピュータを変更する場合は、ホス
ト名変更申請が必要になります。 

(5) 運用サーバーライセンス（デュアルエンジン） 

i. お客様は、デザイナライセンス（デザイナタームライセンスを含
む）を使用して作成したレポートを、サーバー生成およびサーバー
生成させるためのアプリケーションを開発または運用する目的で
本ライセンスを利用することができます。 

ii. お客様は、１運用サーバーライセンスで単一のコンピュータ１
台に本ライセンスをインストールして使用することができます。
「単一のコンピュータ」とは、電子装置１台を指し電子装置１台の
中に複数のＣＰＵやＨＤＤが搭載されている場合や、複数のＯＳ
がインストールされている場合などでも、物理的に同時に起動す
るＯＳが単一の場合には一台とみなします。仮想化技術によって
複数のＯＳを同時に起動させ、それぞれに本製品をインストール
して使用する場合は、使用する環境数分のライセンスが必要と
なります。 

iii. 本ライセンスを使用するコンピュータを変更する場合は、ホス
ト名変更申請が必要になります。 

(6) 運用サーバーライセンス（マルチエンジン） 

i. お客様は、デザイナライセンス（デザイナタームライセンスを含
む）を使用して作成したレポートを、サーバー生成およびサーバー
生成させるためのアプリケーションを開発または運用する目的で
本ライセンスを利用することができます。 

ii. お客様は、インストール対象コンピュータの CPU コア数に応
じて、必要な数量の本ライセンスを2コア単位で取得する必要が
あります。 

iii. 本ライセンスを使用するコンピュータを変更する場合は、ホス
ト名変更申請が必要になります。 

(7) 待機系運用サーバーライセンス（デュアルエンジン） 

i. お客様は、デザイナライセンス（デザイナタームライセンスを含
む）を使用して作成したレポートを、サーバー生成およびサーバー
生成させるためのアプリケーションを開発または運用する目的で
本ライセンスを利用することができます。ただし、運用する場合
は、待機状態のコンピュータのみが対象になります。 

ii. お客様は、１待機系運用サーバーライセンスで単一のコンピュ
ータ１台に本ライセンスをインストールして使用することができま
す。「単一のコンピュータ」とは、電子装置１台を指し電子装置１
台の中に複数のＣＰＵやＨＤＤが搭載されている場合や、複数の
ＯＳがインストールされている場合などでも、物理的に同時に起
動するＯＳが単一の場合には一台とみなします。仮想化技術によ
って複数のＯＳを同時に起動させ、それぞれに本製品をインスト
ールして使用する場合は、使用する環境数分のライセンスが必
要となります。 

iii. 本ライセンスを使用するコンピュータを変更する場合は、ホス
ト名変更申請が必要になります。 



(8) 待機系運用サーバーライセンス（マルチエンジン） 

i. お客様は、デザイナライセンス（デザイナタームライセンスを含
む）を使用して作成したレポートを、サーバー生成およびサーバー
生成させるためのアプリケーションを開発または運用する目的で
本ライセンスを利用することができます。ただし、運用する場合
は、待機状態のコンピュータのみが対象になります。 

ii. お客様は、インストール対象コンピュータの CPU コア数に応
じて、必要な数量の本ライセンスを2コア単位で取得する必要が
あります。 

iii. 本ライセンスを使用するコンピュータを変更する場合は、ホス
ト名変更申請が必要になります。 

 


